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会 議 録 

会 議 の 名 称 平成３０年度 美幌町情報公開・個人情報保護審査会 

開 催 日 時 

平成３０年１２月１７日 (月) 

 

      １６時００分 開会  １６時３０分 閉会 

開 催 場 所  しゃきっとプラザ会議室 

出 席 者 氏 名 桑原委員、平居委員、山田委員、高坂委員、笹木委員 

欠 席 者 氏 名  

事務局職員職氏名 広島総務部長、小室総務主幹、但馬広報担当主査 

議 題 

(１) 平成２９年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況について 

(２) 平成２９年度個人情報保護条例の運用状況について 

(３) その他 

会議の公開又は非

公開の別 
公開 

非 公 開 の 理 由 
(会議を非公開とした場合) 

 

傍 聴 人 の 数 
(会議を公開した場合) 

 ０ 名 

会議資料の名称 
平成２９年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況報告書 

平成２９年度個人情報保護条例の運用状況報告書 

会議録の作成方針 

□録音テープを使用した全部記録 

□録音テープを使用した要点記録 

■要点記録 

その他の必要事項  

 

  



 

発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

事務局(総務主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高坂委員 

 

事務局(総務主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今から平成３０年度第１回情報公開・個人情報保護審査会を開催いたし

ます。        

事前に電話等でご連絡させていただきましたが、本年９月末をもって皆さ

まの任期が満了となっております。この度は委員への就任をご了承いただき

誠にありがとうございます。早速ですが、土谷町長から委嘱状をお渡ししま

す。        

町長がお席の前に行きましたら、お手数ですがその場でご起立願います。 

        

【土谷町長から委嘱状を交付】     

         

それでは、町長よりご挨拶申し上げます。   

     

【町長より挨拶】 

 

 申し訳ございませんが、町長は他の公務のためここで退席させていただき

ます。 

       

        

委嘱後はじめての審査会でございますので、会長が決まるまでは事務局で 

会議を進めさせていただきます。      

それではまず会長及び副会長の選任でございます。美幌町附属機関に関 

する条例第７条において、会長及び副会長の選任は委員の互選によることと

なっております。委員の皆さまのご意見、推薦等ありますでしょうか。

        

前会長の桑原委員に引き続きお願いするということで、どうでしょうか。

        

今ご意見がありました、前会長の桑原委員に会長を、前副会長の高坂委員

に副会長を引き続きお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

       

【委員了承】 

        

それでは会長を桑原委員、副会長を高坂委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。     

   

桑原委員より一言ご挨拶をお願いします。   

     

【桑原会長挨拶】 

       

        

それでは早速ですが会議に移りたいと思います。   

     

では、はじめに情報公開条例に基づく情報公開の実施状況報告書について



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等) 

事務局(総務主幹) 

 

 

 

 

 

桑原会長 

 

 

 

事務局(広報担当主査) 

 

桑原会長 

 

 

 

桑原会長 

 

 

事務局(広報担当主査) 

 

桑原会長 

 

 

 

会議に移りたいと思います。 

はじめに情報公開条例に基づく情報公開の実施状況について説明させて

いただき、その後、個人情報保護条例の運用状況について説明をさせていた

だきます。 

議事進行につきまして、会長にお願いいたします。 

 

それでは平成２９年度情報公開条例に基づく情報公開の実施状況につい

て、事務局より説明をお願いします 

 

 

【資料に基づき説明】 

 

何か質疑やご意見はございますか。 

 

【質疑等なし】 

 

続きまして、平成２９年度個人情報保護条例の運用状況について、事務局

より説明をお願いします 

 

【資料に基づき説明】 

 

何か質疑やご意見はございますか。 

 

【質疑等なし】 

 

以上をもちまして、情報公開・個人情報保護審査会を終わります。 



 


